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富山県告示第268号 

   指定障害児通所支援事業者の指定について 

 児童福祉法（昭和22年法律第 164号）第21条の５の15第１項の規定により、指定 

障害児通所支援事業者として次のとおり指定したので、同法第21条の５の24第１項 

第１号の規定により公示する。 

  平成26年５月26日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

指定障害児 
通所支援の 
種類 

指定年月日 事業所番号 
申請者 事業所 

名称 主たる事務
所の所在地 名称 所在地 

児童発達支 
援、放課後 
等デイサー 
ビス 

平成26年６ 
月１日 

1650100181 株式会社つ 
くし工房 

富山市中沖 
 150番地の 
３ 

つくしの家 
婦中 

富山市婦中 
町広田5650 
番地 

 

 

富山県告示第269号 

   指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第65条の規定により指定自立医療機関の指定を辞退する旨の申出があった 
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ので、同法第69条第３号の規定により公示する。 

  平成26年５月26日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立 
支援医療の種類 

病院又は診療所 
において担当す 
べき医療の種類 

指定辞退の年月日 
名称 所在地 

氷見青木二階堂 
薬局 
 

氷見市幸町4420 
番地 
 

育成医療、更生 
医療 
 

調剤 
 
 

平成26年５月31日 
 
 

 

 

富山県告示第270号 

      土地改良区の定款変更の認可について 

 婦負郡藤ヶ池土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法 

（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により、平成26年５月20日認可した。 

    平成26年５月26日 

                    富山県知事 石  井    一  

 

 

富山県告示第271号 

      土地改良区の定款変更の認可について 

  福岡町土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法（昭和24 

年法律第 195号）第30条第２項の規定により、平成26年５月20日認可した。 

    平成26年５月26日 

                    富山県知事 石  井    一  

 

 

富山県告示第272号 

      土地改良区の定款変更の認可について 

  井口村土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法（昭和24 
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年法律第 195号）第30条第２項の規定により、平成26年５月20日認可した。 

    平成26年５月26日 

                    富山県知事 石  井    一  

 

 

富山県告示第273号 

      土地改良区の定款変更の認可について 

  大門町土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法（昭和24 

年法律第 195号）第30条第２項の規定により、平成26年５月21日認可した。 

    平成26年５月26日 

                    富山県知事 石  井    一  

 

 

富山県告示第274号 

      土地改良区の定款変更の認可について 

  立山町土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法（昭和24 

年法律第 195号）第30条第２項の規定により、平成26年５月21日認可した。 

    平成26年５月26日 

                    富山県知事 石  井    一  

 

 

富山県告示第275号 

      土地改良区の定款変更の認可について 

  滑川南部土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法（昭和 

24年法律第 195号）第30条第２項の規定により、平成26年５月21日認可した。 

    平成26年５月26日 

                    富山県知事 石  井    一  
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富山県告示第276号 

   保安林の指定の解除予定について 

 農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除する予定である旨の通知があっ 

たので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。 

    平成26年５月26日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 解除予定保安林の所在場所 

  富山県南砺市高草嶺東中江夏焼入会字押場１の１・１の２、高草嶺夏焼入会字 

 洞口２の２（以上３筆について次の図に示す部分に限る。） 

２ 保安林として指定された目的 

  土砂の流出の防備 

３ 解除の理由 

  電気通信設備用地とするため 

 （「次の図」は省略し、その関係書類を富山県農林水産部森林政策課及び南砺市 

役所に備え置いて縦覧に供する。） 
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